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 2023 年 9 月 12 日 

株式会社ケイファーマ 

代表取締役社長 福島 弘明 

問合せ先： 経営管理部 03(6629)3380 

証券コード：4896 

https://www.kpharma.co.jp/ 

 

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 

 

Ⅰ．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方 

当社は「医療イノベーションを実現し、医療分野での社会貢献を果たします」を経営理念として掲

げており、「再生医療および創薬の研究開発を踏まえ、一刻も早く、患者様に有効な医薬品を提供す

ること」を経営の方針として、神経疾患を主な対象領域として、iPS 細胞を活用した再生医療事業と

疾患特異的 iPS 細胞による創薬（iPS 創薬）事業を展開しております。世界中でこれまでの医療で

は未だ有効な治療法のない病気に対して有効な治療法を見出すことに挑戦し続けることにより、社

会の課題を解決して持続的な企業価値の向上を目指してまいります。 

また、持続的な企業価値の向上と投資家保護を目的として、公正かつ透明な企業活動を行うため、

コーポレート・ガバナンスの強化を重要な経営課題に位置付けております。また、コーポレート・ガ

バナンスの重要性を充分認識し、経営の透明性・公正性・迅速な意思決定の維持向上を実現するため

の施策並びに組織体制の継続的な改善・強化に努めてまいります。 

 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 

当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しておりますため、本欄に記載す

べき事項はありません。 

 

２．資本構成 

外国人株式保有比率 10％未満 

  

【大株主の状況】 

氏名又は名称 所有株式数(株) 割合(％) 

福島 弘明 2,436,000 24.66 

SBI Ventures Two 株式会社 1,516,000 15.35 

岡野 栄之 1,282,000 12.98 

中村 雅也 1,282,000 12.98 
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大和日台バイオベンチャー２号投資事業有限責

任組合 

1,143,000 11.57 

テクノロジーベンチャーズ 5 号投資事業有限責

任組合 

715,000 7.24 

SBI ベンチャー投資促進税制投資事業有限責任

組合 

650,000 6.58 

かごしまバリューアップ投資事業有限責任組合 641,000 6.49 

KII2 号投資事業有限責任組合 142,000 1.44 

ICMG 共創ファンド 1 号投資事業有限責任組合 72,000 0.73 

(注) 株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しており

ます。 

 

支配株主（親会社を除く）名 ― 

 

親会社名 ― 

親会社の上場取引所 ― 

 

補足説明 

― 

 

３．企業属性 

上場予定市場区分 グロース市場 

決算期 12 月 

業種 医薬品 

直前事業年度末における(連結)従業員数 100 人未満 

直前事業年度における(連結)売上高 100 億円未満 

直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 

 

４．支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

― 

 

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

該当事項はありません。 
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Ⅱ．経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

組織形態 監査役会設置会社 

 

【取締役関係】 

定款上の取締役の員数 ９名以内 

定款上の取締役の任期 ２年 

取締役会の議長 社長 

取締役の人数 ５名 

社外取締役の選任状況 選任している 

社外取締役の人数 １名 

社外取締役のうち独立役員に指定されている

人数 

１名 

  

会社との関係(１) 

氏名 属性 会社との関係(※１) 

a b c d e f g h i j k 

八田 圭子 他の会社の出身者            

 ※１ 会社との関係についての選択項目 

 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 

 b.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 

 c.上場会社の兄弟会社の業務執行者 

 d.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 

 e.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 

 f.上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 

 g.上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者） 

 h.上場会社の取引先（d、e 及び f のいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ） 

 i.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ） 

 j.上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ） 

 k.その他 
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会社との関係(２) 

氏名 独立 

役員 

適合項目に関する補足説明 選任の理由 

八田 圭子 ○ 特記事項はありません。 八田圭子氏は、長年にわ

たり日本航空株式会社で

の財務関連業務や行政へ

の対応等の業務に関して

の豊富な経験、上場会社

の社外取締役としての経

験、医療や介護分野に関

する幅広い見識を有して

おり、経営の監督と経営

全般への助言等社外取締

役に求められる役割、責

務の発揮ができる人材と

して、適任と判断してお

ります。上記の理由によ

り、社外取締役に選任し

ております。 

また、八田圭子氏を独立

役員に指定した理由とい

たしましては、東京証券

取引所の定める独立性に

関する要件を満たしてお

り、一般株主との間に利

益相反が生じる恐れはな

いため、独立役員に指定

しております。 

なお、八田圭子氏は、株式

会社寺岡製作所の社外取

締役に就任しています

が、当該企業と当社との

間に取引関係はありませ

ん。 
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【任意の委員会】  

指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の

委員会の有無 

なし 

 

【監査役関係】 

監査役会設置の有無 設置している 

定款上の監査役の員数 ５名以内 

監査役の人数 ３名 

 

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

監査役会、内部監査責任者、会計監査人は、相互に連携して、三様監査の体制のもと、課題・改善

事項等の情報を以下のように共有し、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。 

ａ．監査役会と内部監査責任者の連携状況 

常勤監査役は、内部監査責任者より監査計画、職務遂行状況及びその監査結果などについて適

宜報告を受けており、情報及び意見の交換を行うと共に監査役会へ共有を行っております。 

ｂ．監査役会と会計監査人の連携 

監査役は、会計監査人との間において、四半期に１回のペースで開催される三様監査による連

携・協議に留まらず、必要に応じ常勤監査役又は監査役会と会計監査人との会議を開催し、監査

計画や監査結果についての情報交換や意見交換をしております。 

ｃ．内部監査責任者と会計監査人の連携状況 

内部監査責任者は、会計監査人との間において、四半期に１回のペースで開催される三様監査

による連携・協議に留まらず、通常の会計監査の折にも適宜、内部監査の進捗状況について情報

共有を行うと共に意見交換を行っております。 

ｄ. 三様監査（監査役会、内部監査責任者、会計監査人による監査）の連携 

監査役会、内部監査責任者及び監査法人は、原則年４回三様監査会議を開催し、情報及び意見

の交換を行っております。 

 

社外監査役の選任状況 選任している 

社外監査役の人数 ３名 

社外監査役のうち独立役員に指定されている

人数 

３名 
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会社との関係(１) 

氏名 属性 会社との関係(※１) 

a b c d e f g h i j k l m 

豊川 峻輔 他の会社の出身者              

西田 恭隆 公認会計士              

五十畑 亜紀子 弁護士              

 ※１ 会社との関係についての選択項目 

 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 

 b.上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 

 c.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 

 d.上場会社の親会社の監査役 

 e.上場会社の兄弟会社の業務執行者 

 f.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 

 g.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 

 h.上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 

 i.上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者） 

 j.上場会社の取引先（f、g 及び h のいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ） 

 k.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ） 

 l.上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ） 

 m.その他 

 

会社との関係(２) 

氏名 独立 

役員 

適合項目に関する補足説明 
選任の理由 

豊川 峻輔 〇 特記事項はありません。 豊川峻輔氏は、長年にわ

たり株式会社ツムラに勤

務し、新薬開発、マーケテ

ィング業務、渉外業務、監

査役会事務局、内部監査

業務など幅広い知識、経

験を有しており、また監

査における実務の知識や

経験を有していることか

ら、社外監査役に選任い

たしました。 

また、豊川峻輔氏を独立
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役員に指定した理由とい

たしましては、東京証券

取引所の定める独立性に

関する要件を満たしてお

り、一般株主との間に利

益相反が生じる恐れはな

いため、独立役員に指定

しております。 

西田 恭隆 〇 特記事項はありません。 西田恭隆氏は、公認会計

士として財務及び会計に

関する相当程度の知見を

有しており、経営の監視、

監督を遂行できる人材と

して、社外監査役に選任

いたしました。 

また、西田恭隆氏を独立

役員に指定した理由とい

たしましては、東京証券

取引所の定める独立性に

関する要件を満たしてお

り、一般株主との間に利

益相反が生じる恐れはな

いため、独立役員に指定

しております。 

五十畑 亜紀子 〇 特記事項はありません。 五十畑亜紀子氏は、弁護

士として経験、見識が豊

富であり、経営の監視、監

督を遂行できる人材とし

て、社外監査役に選任い

たしました。 

また、五十畑亜紀子氏を

独立役員に指定した理由

といたしましては、東京

証券取引所の定める独立

性に関する要件を満たし

ており、一般株主との間
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に利益相反が生じる恐れ

はないため、独立役員に

指定しております。 

なお、五十畑亜紀子氏は、

NEC ネッツエスアイ株

式会社の社外監査役に就

任していますが、当該企

業と当社との間に取引関

係はありません。 

 

【独立役員関係】 

独立役員の人数 ４名 

その他独立役員に関する事項 

独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。 

 

【インセンティブ関係】 

取締役へのインセンティブ付与に関する施策

の実施状況 

ストックオプション制度の導入 

該当項目に関する補足説明 

当社の業績及び企業価値の向上に対する意欲や士気を高めるためのインセンティブプランとして、

ストックオプション制度を導入しております。 

 

ストックオプションの付与対象者 社内取締役,従業員,その他 

該当項目に関する補足説明 

当社取締役及び従業員の他、社外協力者について、顧問弁理士、顧問弁護士、サイエンティフィック

アドバイザーに対して、企業価値の向上を支える知財・法務戦略や創薬・再生医療事業戦略の更なる

連携を図ること等により、当社の企業価値向上を目的としてストックオプションを付与しておりま

す。 

 

【取締役報酬関係】 

開示状況 個別報酬の開示はしていない 

該当項目に関する補足説明 

報酬等の総額が１億円以上の者が存在しないため、報酬の個別開示はしておりません。 
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報酬額又はその算定方法の決定方針の有無 あり 

報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

個々の取締役の報酬等の額の決定を取締役会で決定するにあたっては、取締役 CFO 兼経営管理本

部本部長が役員規程に基づき個々の取締役の業務執行状況、会社業績及び従業員の報酬の増減状況

を勘案して個々の取締役の報酬案を作成し、取締役会にて決定しております。 

 

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】 

社外取締役（社外監査役）のサポート体制については、特に専任の担当を設けてはおりませんが、

経営管理部より事前に資料を提供し、必要に応じて適任者より事前説明を行うなど、適宜必要な情

報を伝達する等サポート体制を構築しております 。 

 

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の

概要) 

当社は会社法に規定する機関として株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しており、

さらに外部の弁護士や弁理士等の外部専門家から適宜助言を受ける体制を構築しております。 

a．取締役会 

当社の取締役会は、本書提出日現在、取締役５名(うち社外取締役１名)で構成されております。

取締役会は原則月１回の定時取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な

経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項の他、

経営に関する重要事項を決定するとともに各取締役の業務執行の状況を監督しております。 

尚、2022 年４月 1 日から 2023 年３月 31 日までに開催された取締役会は、合計 16 回であり、

議決権のある取締役全員はその全てに参加しております。 

b．監査役会 

当社は、監査役会設置会社であります。監査役会は社外監査役３名で構成され、うち１名は常勤

監査役であります。監査役は、「監査役監査基準」に基づき、取締役会に出席し、必要に応じて意

見を述べる他、取締役の職務執行を監査しております。監査役会は、毎月１回の定例の監査役会を

開催する他、必要に応じて臨時の監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等

の検討等、監査役相互の情報共有を図っております。 

当社は、当事業年度の５月に監査役会を設置し、月１回開催しており、個々の監査役の出席状況

については次のとおりであります。 

氏名 開催回数 出席回数 

豊川峻輔 ８回 ８回 

西田恭隆 ８回 ８回 

五十畑亜紀子 ８回 ８回 
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なお、監査役は内部監査責任者及び担当者並びに会計監査人と必要に応じて随時緊密な連携をと

ると同時に、四半期に一度の定期的な会合を開催し、監査の実効性と効率性の向上に努めておりま

す。 

c．会計監査人 

有限責任 あずさ監査法人を選任しております。同監査法人及び当社監査に従事する業務執行社

員と当社の間には特別の利害関係はありません。会計監査にあたり、経営情報を提供し公正不偏な

立場から監査が実施される環境を整備するとともに、監査役会、内部監査責任者及び担当者と連携

し、会計監査の実効性を高めるよう努めております。 

d.リスク・コンプライアンス委員会 

リスク・コンプライアンス委員会を設置し、取締役 CFO を委員長として、各本部の担当者、常

勤監査役、及び社外の弁護士が委員となって四半期に一度開催し、全社的なリスク管理体制の構築

と運用、全社的なコンプライアンス体制の構築と運用を行い、活動内容を取締役会に定期報告して

おります。なお、当事業年度における開催回数は２回（３月、６月）であり、委員全員が出席して

おります。 

また、リスク管理やコンプライアンスに係る事象が発生した場合は、リスク・コンプライアンス

規程に則り必要な対応をしております。 

e．内部監査 

当社の内部監査は、代表取締役社長が任命した内部監査責任者である取締役 CFO の下、経営管

理本部及び研究開発本部の人員が担当しており、「内部監査規程」に基づき、代表取締役社長の承

認を得た内部監査計画(年度計画)に沿って、経営理念や経理目標、各種法令・規程等に準拠した各

部門の運営推進状況を監査しております。 

 

責任限定契約 

当社は、社外取締役１名、社外監査役３名と会社法第 427 条第１項に基づき、同法第 423 条第

１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度

額は、会社法第 425 条第１項に定める最低責任限度額となります。なお、当該責任限定が認めら

れるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でか

つ重大な過失がないときに限られます。 

 

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 

当社事業に精通した取締役を中心とする取締役が経営の基本方針や重要な業務の執行を自ら決定

し、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の

効率性と健全性を確保し有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。 

また、経営陣からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役を選任する

ことは、取締役会の多様性を確保し、取締役会の機能を高めることが期待できるとともに、当社のコ

ーポレートガバナンスの強化に資するところが大きいと判断しております。 
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Ⅲ．株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み 

 補足説明 

株主総会招集通知

の早期発送 

決算業務の早期化を図り、株主総会招集通知の早期発送に取り組んでまいりま

す。 

集中日を回避した

株主総会の設定 

株主総会の集中日開催を避け、より多くの株主様が出席できるように配慮して

まいります。 

電磁的方法による

議決権の行使 

今後、積極的に検討していく予定であります。 

議決権電子行使プ

ラットフォームへ

の参加その他機関

投資家の議決権行

使環境向上に向け

た取組み 

今後、積極的に検討していく予定であります。 

招集通知 (要約 )の

英文での提供 

上場後の株主構成等を勘案し、積極的に検討してまいります。 

 

２．IR に関する活動状況 

 

補足説明 

代表者自身に

よる説明の有

無 

ディスクロージャ

ーポリシーの作成・

公表 

ディスクロージャーポリシーの作成及びウェブサイト上で

の公表を検討してまいります。 

 

個人投資家向けに

定期的説明会を開

催 

今後積極的に検討していくべき課題と考えております。個人

投資家の皆さまへは IR ウェブサイトでの情報提供を予定し

ております。 

あり 

アナリスト・機関投

資家向けに定期的

説明会を実施 

期末決算及び半期決算での開催など、積極的に開催していく

ことを検討してまいります。 

あり 

海外投資家向けに

定期的説明会を開

催 

上場後の株主構成等を勘案し、検討してまいります。 あり 

IR 資料をホームペ

ージ掲載 

当社ホームページ上に IR サイトを設け、決算情報、適時開

示情報等を掲載する予定です。 
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IR に関する部署(担

当者)の設置 

経営管理部を担当部署としております。 
 

 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

 補足説明 

社内規程等により

ステークホルダー

の立場の尊重につ

いて規定 

当社はコンプライアンス・マニュアルにおいて、適用される法令や社会規範を

遵守するとともに、倫理観を持って誠実に行動することや、ステークホルダー

との信頼関係を築き、透明性のあるコミュニケーションを図ることなどを行動

指針として規定しております。 

環境保全活動、CSR

活動等の実施 

医薬品の提供という事業活動を通じて社会に貢献してくことに加えて、社会・

環境問題を始めとしたサステナビリティを巡る課題への取り組みを検討して

まいります。 

ステークホルダー

に対する情報提供

に係る方針等の策

定 

当社は患者様、株主、投資家、医療に携わるすべての人々、取引先、従業員な

どのすべてのステークホルダーとの信頼関係を築くため、当社の会社情報をホ

ームページのほか様々な方法や機会を通じて適時かつ適切にわかりやすく積

極的に提供してまいります。 

 

Ⅳ．内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

当社は、経営理念として、「医療イノベーションを実現し、医療分野での社会貢献を果たします」

を掲げており、投資家保護と株式価値向上のために、経営の透明性をより高め、コーポレート・ガバ

ナンスを確立することが不可欠であることから、会社法および会社法施行規則に基づき、2022 年９

月 14 日開催の取締役会において、コーポレート・ガバナンスの基礎的要件である「内部統制の基本

方針」を以下のとおり定め、整備・運用・評価を推進しております。 

Ⅰ.取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

ⅰ.当社はコンプライアンス（法令遵守）を経営の最重要課題のひとつと位置付け、「リスク・コ

ンプライアンス規程」を制定し、各種法令に準拠した事業運営を徹底する。 

ⅱ.当社のリスク・コンプライアンスに関する基本方針や取組みを担うリスク・コンプライアン

ス委員会が、重大なコンプライアンス管理上の問題となるべき事案の審議および付議を行うこ

とで、コンプライアンスを徹底する。 

ⅲ.当社は、当社全体に影響を及ぼす重要事項は、定款および取締役会規程に基づいて取締役会

において決定するものとする。また、その他に決裁権限規程に従って決裁区分を明確に運用す

る。 

ⅳ.内部監査責任者は当社の法令および定款の遵守体制について監査を行う。主管部署および監

査を受けた部署は、是正・改善の必要性があるときは速やかにその対策を講ずる。 

ⅴ.当社の役員および従業員からの当社内における法令等違反行為等に関する通報に対して適切
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な処理を行うため、「内部通報規程」を定めて、外部通報窓口および内部通報窓口を設置して、

通報体制を整備・運用を行う。 

ⅵ.取締役会には監査役が出席し、監査上必要な意見を述べることにより取締役の職務執行に対

する監督機能を強化することとする。 

Ⅱ.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

ⅰ.取締役の職務執行に係る情報については、法令、定款および「取締役会規程」、「文書管理規

程」等の社内規則に基づき作成し、文書または電磁的媒体に適切に記録・保存し、取締役・監

査役等が閲覧可能な状態にて管理するものとする。また、必要に応じて、運用状況の検証およ

び規程の見直しを実施するものとする。 

ⅱ.情報の管理については、「情報セキュリティ管理規程」、「個人情報保護規程」を定め、適正な

情報管理を行う。 

Ⅲ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

ⅰ.当社は「リスク・コンプライアンス規程」を制定し、リスク・コンプライアンス委員会が当社

のリスク管理の状況をモニタリングする。 

ⅱ.当社は組織目標の達成を阻害する要因または損益に影響を与える組織内外の要因を分析し、

予防策と低減策を準備して発生時の対応と被害最小化に努める。また火災や地震などの災害等

に対しても、安全に事業を推進できる活動を推進し、事業継続に努める。 

ⅲ.コンプライアンスに関するビジネスリスクの他、会社を取り巻くあらゆるリスクを分析し、

想定されるリスクへの対応方針を検討するにあたっては、顧問弁護士、顧問弁理士をはじめと

する外部専門家等と協力するものとする。 

Ⅳ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

ⅰ.当社は定例の取締役会を毎月１回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、重要事項

の決定ならびに取締役の職務執行状況の監督等を行う。 

ⅱ.業務運営に関しては、社内規程に基づき任命された取締役が指示し、各部門の管理者が中心

となって「予算管理規程」に従って、中期経営計画および年度（短期）経営計画を策定し、取

締役会にて決議の上、各部門はその達成に向け具体的施策を立案実行する。 

ⅲ.予算統制に関しては、経営計画および月次決算に基づいて、各部門の責任範囲を明確にし、併

せて部門活動を管理し、統制するとともに取締役会における予算と実績の差異分析を通じて、

経営効率の改善および向上を図るとする。 

ⅳ.取締役会の決定に基づく業務執行については、本部制を採用して各本部長を置くことで責任

を明確化し、本部長の指揮・命令下で各部門が迅速に実行する。それぞれの責任者およびその

責任、執行手続の詳細については、社内規程に定める。 

Ⅴ.監査役の職務を補助すべき従業員に関する事項、当該従業員の取締役からの独立性に関する事項、

当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項 

ⅰ.当社は監査役からの要求により、状況に応じて、監査役の職務を補助する従業員を配置する。 

ⅱ.上記の従業員は、監査役以外のいずれの取締役・従業員からの指揮命令を受けず、不当な干渉
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に対して拒絶しても何ら不利益を受けないことを保証する。 

Ⅵ.当社の取締役および従業員が監査役に報告するための体制、報告したことを理由として不利な取

扱いを受けないことを確保するための体制 

ⅰ.当社の取締役および従業員は、監査役の求めに応じて、事業および内部統制の状況等を報告

する。 

ⅱ.当社の取締役および従業員は、当社の経営・財務に重要な影響を及ぼすおそれのある事項を

発見したときは、直ちに監査役へ報告する。 

ⅲ.当社は、監査役に報告した者がその報告をしたことを理由として不利益な扱いを受けないこ

とを保証する。 

ⅳ.当社は、内部通報制度のもと、当社における法令、定款、または社内規程に違反する重大な事

実、その他コンプライアンス上の重大な問題に係る通報について、監査役への適時適切な報告

運営体制を確保する。 

Ⅶ.監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 

ⅰ.当社は、監査役の職務執行上必要と認める費用について予め予算に計上し、監査役が緊急ま

たは臨時に支出した費用については、事後会社に請求できる。また、当社監査役会が社外の弁

護士等の第三者から助言を求めるときは、当社はこれに要する費用を負担する。 

Ⅷ.その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制 

ⅰ.代表取締役社長は監査役との相互認識と信頼関係を深めるよう定期的に意見交換を行う機会

を確保する。 

ⅱ.常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程および業務の執行状況およびコンプラ

イアンス違反の発見状況を把握するため、必要に応じて、各種会議体に出席するとともに、主

要な決裁のための書類その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役また

は従業員にその説明を求める。 

ⅲ.監査役は内部監査責任者から内部監査の状況および結果について報告を受けるとともに、情

報の交換を行うなど連携を図る。 

ⅳ.監査役は当社の監査を担当する監査法人から会計監査内容について説明を受けるとともに、

情報の交換を行うなど連携を図る。 

Ⅸ.反社会的勢力排除のための体制 

ⅰ.当社は、反社会的勢力・団体が、市民社会の秩序や安全に脅威を与える可能性のある組織であ

るという認識を持ち、反社会的勢力・団体とは一切の関係を持たず、不当な要求に対しては毅

然とした態度で対応することとし、また適切な対応を取るために、必要に応じ、警察、暴力追

放運動推進センター、顧問弁護士等の外部専門機関と連携を行う。 

ⅱ.当社は、「反社会的勢力排除規程」を制定し、全ての役員および従業員が反社会的勢力排除の

ための体制の確立を徹底する。 
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２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

当社及びその特別利害関係者、株主、取引先等は反社会的勢力との関わりはありません。 

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方については、反社会的勢力に対して組織全体として毅然

とした態度で対応し、一切の関係を持たない体制を整備することを基本的な考え方としております。 

反社会的勢力排除に向けた整備状況及び具体的な取り組みについては、当社は、国が示した「企業が

反社会的勢力による被害を防止するための指針」を基本姿勢として 2010 年 10 月に施行された「東

京都暴力団排除条例」を遵守する体制を整備しております。 

当社は、反社社会的勢力の排除を実践するため、「反社会的勢力排除規程」を整備し、周知徹底を

図っております。また、反社会的勢力への対応に際し、適切な助言や協力を得ることができるよう、

平素より警察、暴力団追放運動推進都民センターをはじめとした外部専門家等との連携を図ってお

り、万一、反社会的勢力から不当要求を受けた場合に備え、不当要求防止責任者を選任するととも

に、経営管理本部を反社会的勢力対応部門とし、所管警察署や外部弁護士等との連携を図りながら

対応することにしております。 

 

Ⅴ．その他 

１．買収防衛策導入の有無 

買収防衛策導入 なし 

該当項目に関する補足説明 

― 

 

 

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示に関するフロー図を参考資料として添付いたし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



コーポレートガバナンス 
CORPORATE GOVERNANCE 

 

16 

【模式図(参考資料)】 

 

 

【適時開示体制の概要（模式図）】 

 

以上 


